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【 休日指定予定日の公表廃止 】

会社のごまかしで、
益々年休が取りづらくなる！！
会社は、各職場に「休日指定予定日の公表の廃止について」の掲示を掲出して４

月１日以降（３月１０日分から）、これまで１０日に公表していた翌月の休日予定日

の公表を一方的に廃止することを明らかにしました。その理由は以下の通りです。

「１０日以降の年休・休暇申込み等の影響で、勤務発表時に休日が予定日と異な

る日になることが多く、制度の運用が難しくなっていることから、今後は制度が概

ね安定的に運用されている各運輸所を除き、実施しないことになりました。」

会社は、これまで毎月１０日に翌月分の休日予定日を公表し、社員はそれを見て

休みが必要な日に年休を申し込むというのが今までの流れでした。しかし今後、会

社は休日予定日を公表せずに社員に年休を申し込ませ、それを受けて会社が翌月の

勤務表を公表するという流れに変えようとしています。要するに会社は、社員が申

し込んだ年休に休日（特休、公休）を付与しようとしていることが予想できます。

一見、年休を申し込んだところに特休・公休が入って「よかった」というようにな

りがちですが、それが１２ヶ月続いたらどうなりますか？年休を流す社員が多数出

てくることになります。その他方で会社は、休日勤務の奨励・強要を行おうとして

います。このままでは私たちの労働条件は益々悪化し、鉄道の安全が脅かされるこ

とになります。

大手広告代理店・電通の女子社員が 2015 年のクリスマスに自らの命を絶ち、これ
が月 100 時間以上の残業による過労死と認定されました。ＪＲ東海会社も同じ様に
なりかねません。

就業規則では、会社は年間１２０日の休日を全社員に付与し、その他に社員は法

律で決められた数の年休を取得する権利が与えられています。会社は社員の申し込

んだ年休を最大限保障しなければなりません。つまり、社員が年休を取得しやすい

ように要員を確保しなければならないのです。しかし、それをやらない＝要員を削

減していくというのが今回の会社掲示の意味することではないでしょうか。

社員が年休を申し込む場合は、翌月の休日を把握した上で、労働日に自分が必要

な年休を申し込みます。それが労基法にそった年休の取得方法です。今、会社がや

ろうとしている「年休申込み時に労働日を公表しない。」「申し込んだ年休を休日（特

休、公休）に振り替える」ことは明らかに労働基準法第３９条違反です！


